
避 難 支 援 者 
 

 

 

 

 
【役割】 

・平常時の要支援者への

声掛け・見守り 

・災害発生時の情報伝達・

安否確認等 

親族等（緊急連絡先） 

 近 隣 協 力 員 

自 主 防 災 会 

民 生 委 員 

 
 

 豊橋市では、地震などの災害が発生した際に、自ら避難することが困難で、地域での支援が必要な方(避難

行動要支援者)の台帳登録を進めています。 

台帳登録をしていただくことで、台帳の写しがお住まいの地域の避難支援者（自主防災会や民生委員）に本

人同意のもと提供され、地域の中で、日頃の見守りや災害発生時の支援に役立てられます。 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

台帳登録ができる要支援者 

災害時に自ら避難することが困難であり、避難にあたり家族等の協力が得られないような方が対象と 

なります。詳細は裏面をご確認ください。 

 

台帳登録の申し込みについて 

ご本人やご家族が直接市役所窓口等でお申し込みいただく他、業務委託契約を結んだ福祉事業者には、

ケアマネージャー、相談支援専門員などをとおして代行申請をしていただいています。 

 

業務委託契約について 

  豊橋市と福祉事業者（法人）間で委託契約を結んでいただきます。契約後、登録申請１件につき１，０００

円の委託料をお支払いしています。 

   

 

福祉事業者用 

 

市 役 所 

福 祉 政 策 課 
 

【役割】 

・台帳（原本）の

管理 

・名簿の作成 

・事業の周知 
  

避難行動 
要支援者 
 

（台帳登録者） 
 

 
 

連携 支援 

台帳（写） 

配布 
情報開示 

 お問い合せ先  

豊橋市役所 福祉政策課  電話５１－２３５５  FAX５６－２８１３ 
（東館３階） 

E メ ー ル：fukushiseisaku@city.toyohashi.lg.jp 

mailto:fukushiseisaku@city.toyohashi.lg.jp


業務の流れ 

 

 

  

①業務委託契約（避難行動要支援者登録台帳作成業務） 

  ・年間をとおして登録が見込まれる場合：年度初めに契約手続きをお願いします。 

  ・登録があるかわからない場合：登録案件が発生しましたら福祉政策課までご連絡ください。 

②避難行動要支援者登録台帳作成 

  １．対象となる方か確認をしてください 

    災害時に自ら避難することが困難であり、避難にあたり家族等の協力が得られない次の方が対象

となります。 

（１） 要支援または要介護認定を受けている方 

（２） 身体障害者手帳を所持する方 

（３） 療育手帳を所持する方 

（４） 精神障害者保健福祉手帳を所持する方 

（５） 障害支援区分の認定を受けている方 

（６） 障害者総合支援法における難病患者等 

（７） 上記認定や手帳は受けていないが類似した状況にある方（理由を明記してください） 

２．ご本人やご家族に制度の説明をしてください （説明用資料：①制度説明チラシ）  

【台帳情報の提供先（支援関係者）】 

自主防災会、民生委員・児童委員 

【台帳の活用方法】 

台帳の写しを支援関係者に提供することで、日頃の見守りや地域の支援体制づくり、災害時の

避難支援等に活用します。ただし、必ず助けに行くことなどを約束するものではありません。 

３．登録申込書兼登録台帳への記入をしてください （②別紙様式） 

説明後、ご本人やご家族から登録及び支援関係者への情報提供にご同意いただけた場合は、

ご本人や家族と相談しながら台帳への記入をしてください。 

※情報の提供先は地域の方々です。どんな支援が必要なのか一般の方でもわかりやすいように

具体的にご記入をお願いいたします。 

近隣協力員について（説明・配付資料：③近隣協力員保管用）  
    ｢近隣協力員｣は、登録を希望する要支援者に対して、普段からの見守りや災害時における情

報伝達、安否確認などの支援に心がけていただく方です。 

近隣協力員は、要支援者の隣近所にお住まいの方にお願いしていただくもので、決して責任

を伴うものではありません。近隣協力員がいない場合でも台帳登録をしていただけますが、災

害時に最も身近にいて頼りになるのが近隣協力員です。制度の趣旨をご理解いただき、極力登

録していただけるようお願いします。また、必ず近隣協力員への説明および登録同意が必要で

す。 

 

①委託

契約

②台帳

作成

③資料

配付

④申請・

提出
④変更届



③保管用資料をお渡しください 

   【近隣協力員】 （配布資料：③近隣協力員保管用） 

支援のヒントなどを記載した資料です。要支援者に関する情報を記入する箇所もありますので、わ 

かる範囲でご記入のうえ、近隣協力員へお渡しください。 

【要支援者】 （配布資料：④要支援者保管用） 

普段の心がけなどを記載した資料です。災害時の連絡先等を記入する箇所もありますので、わか

る範囲でご記入の上、要支援者及びご家族へお渡しください。 

④申請・提出 

  登録申込書兼登録台帳（②別紙様式）はできるだけ速やかに提出をお願いいたします。報告書と請

求書は１月分をまとめて、翌月１０日までにご提出ください。（提出先：福祉政策課） 

⑤変更 

  変更事項が生じた場合は変更届を提出してください。（提出先：福祉政策課） 

  ※届が必要となる例：身体状況の変化、必要な支援の変化、家族の同居、施設入所（登録抹消）、 

帰宅見込みの無い長期入院（登録抹消）等 

     

個人情報の開示・管理について 

 台帳には、登録を希望される要支援者の方や近隣協力員の方などの個人情報が記載されますので、

厳重に保管しプライバシーの保護にはご注意ください。 
          



資料サンプル 

 

 

①制度説明チラシ ②別紙様式（申込書兼登録台帳） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③近隣協力員保管用 ④要支援者保管用 


